
四日市市告示第１０７号 

 四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和３年３月１７日 

四日市市長 森 智 広    

 

 四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱（平成３０年四日市市告示第１１６号）の一

部を次のように改正する。 
 
 

改正後 改正前 

（目的） 

第２条 この補助金は、設備を導入する者に対

し、その経費の一部を補助することにより、

市民が行う住宅での創エネ・蓄エネ・省エネ

を積極的に支援し、もって四日市市域におけ

る地球温暖化防止対策の推進及びスマートシ

ティの構築に資することを目的とする。 

 

 

（補助金交付の対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下

「補助対象事業」という。）は、市内において、

自己が居住に供することを目的として、次条

第１項第１号から第６号までに定める設備を

購入し住宅等（その敷地を含む。以下同じ。）

に設置する事業若しくは設置された住宅等を

購入する事業又は次条第１項第７号に定める

戸建住宅を新築する事業若しくは新築の戸建

住宅を購入する事業とする。 

 

（補助対象設備） 

第５条 補助金の交付の対象となる設備（以下

「補助対象設備」という。）は、自己が所有す

る未使用のもので、次の各号に掲げるものと

する。  

 

 

 

 

(1) 太陽光発電設備 

  ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の

合計値又はパワーコンディショナ―の定

格出力の合計値のいずれか小さい方の値

が１キロワット以上１０キロワット未満

（キロワット表示で、小数点以下２桁未

満は切り捨てる。）であること。 

  イ （略） 

 (2)から(6)まで （略） 

 (7) ネット・ゼロ・エネルギーハウス（以下

「ＺＥＨ」という。） 

ア 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、発

電した電力の全部又は一部を自家消費す

（目的） 

第２条 この補助金は、設備を購入し、住宅等

（その敷地を含む。以下同じ）に設置する者

に対し、その経費の一部を補助することによ

り、市民が行う住宅での創エネ・蓄エネ・省

エネを積極的に支援し、もって四日市市域に

おける地球温暖化防止対策の推進及びスマー

トシティの構築に資することを目的とする。 

 

（補助金交付の対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下

「補助対象事業」という。）は、市内において、

自己が居住に供することを目的として、次条

に定める設備を住宅等に設置する事業又は設

置された住宅等を購入する事業とする。 

 

 

 

 

 

（補助対象設備） 

第５条 補助金の交付の対象となる設備（以下

「補助対象設備」という。）は、自己が所有す

る未使用のもので、次の各号に掲げるものと

する。ただし、第１号に規定する設備を導入

する場合は、当該設備を導入する同一の場所

において、第２号から第６号までに規定する

補助対象設備のいずれかを、同時に申請しな

ければならない。 

 (1) 太陽光発電設備 

  ア １件当たりの太陽電池の最大出力（太

陽電池モジュールの公称最大出力の合計

値をいう。）が１キロワット以上１０キロ

ワット未満（キロワット表示で、小数点

以下２桁未満は切り捨てる。）であるこ

と。 

  イ （略） 

 (2)から(6)まで （略） 

 

 

 

 



る（すなわち余剰売電である）太陽光発

電設備及び第４号に規定する設備が設置

されているもの。 

イ 国土交通省の「建築物のエネルギー消

費性能の表示に関する指針」に基づく第

三者認証（住宅版ＢＥＬＳ）において、

一次エネルギー消費量基準がゼロエネ相

当であり、強化外皮基準(ＵＡ値)が０．

６Ｗ／ｍ２Ｋ以下である評価・認証を受

け、評価通り施工されたもの。 

２ 前項第１号に規定する補助対象設備を導入

する場合は、当該設備を導入する同一の場所

において、第２号から第６号までに規定する

補助対象設備のいずれかを同時に申請しなけ

ればならない。 

３ 第１項第７号に規定する補助対象設備を導

入する場合は、第１号及び第４号に規定する

補助対象設備を重複して申請することができ

ない。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表のとおりとし、予

算で定める範囲内において、これを交付する

ものとする。ただし、交付の条件として、補

助対象設備の導入に係る費用を補助金額が上

回らないこと。 

 

（募集及び交付申請） 

第７条 市長は、募集期間を決定し、補助金の

交付を受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）を募集する。 

２ （略） 

 

（計画変更・中止） 

第９条 前条の規定により交付の決定を受けた

者（以下「決定者」という。）は、補助対象事

業の内容の変更をしようとする場合又は補助

対象事業を中止しようとする場合は、直ちに

四日市市スマートシティ構築促進補助金計画

変更（中止）承認申請書（第４号様式）に必

要な書類を添付して市長に提出し、承認を受

けなければならない。ただし、交付申請書の

うち次の各号に掲げる事項の変更について

は、この限りでない。 

(1)太陽光発電設備の発電能力（ただし、変更

後の発電能力が第５条第１号アの条件を満

たすこと） 

(2)及び(3) （略） 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１６条 市長は、決定者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、第８条の規定による交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表のとおりとし、予

算で定める範囲内において、これを交付する

ものとする。ただし、交付の条件として、補

助対象設備の購入及び設置に係る工事費用を

補助金額が上回らないこと。 

 

（募集及び交付申請） 

第７条 市長は、募集期間及び募集件数を決定

し、補助金の交付を受けようとする者（以下

「申請者」という。）を募集する。 

２ （略） 

 

（計画変更・中止） 

第９条 前条の規定により交付の決定を受けた

者（以下「決定者」という。）は、補助対象事

業の内容の変更をしようとする場合又は補助

対象事業を中止しようとする場合は、直ちに

四日市市スマートシティ構築促進補助金計画

変更（中止）承認申請書（第４号様式）に必

要な書類を添付して市長に提出し、承認を受

けなければならない。ただし、交付申請書の

うち次の各号に掲げる事項の変更について

は、この限りでない。 

(1)太陽光発電設備の発電能力（ただし、変更

後の最大出力が１キロワット以上１０キロ

ワット未満であること） 

(2)及び(3) （略） 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１６条 市長は、決定者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、第８条の規定による交



付決定の全部又は一部を取消すことができ

る。 

(1) 及び(2) （略） 

(3) 補助金を補助対象設備の導入以外の用途

に使用した場合 

(4) 補助対象設備の導入を中止しようとする

場合 

(5)  （略） 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り効力

を失う。 

付決定の全部又は一部を取消すことができ

る。 

(1) 及び(2) （略） 

(3) 補助金を補助対象設備の設置以外の用途

に使用した場合 

(4) 補助対象設備の設置を中止しようとする

場合 

(5)  （略） 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期日） 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り効力

を失う。 

 

 

改正後 

別表（第６条関係） 補助金の額 

補助対象設備 補助金の額 

（略）  

(6) Ｖ２Ｈ 一件  ５０，０００円 

(7) ＺＥＨ 一件 ２００，０００円 

 

 

改正前 

別表（第６条関係） 補助金の額 

補助対象設備 補助金の額 

（略）  

(6) Ｖ２Ｈ 一件  ５０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第1号様式を次のように改める 



第１号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金交付申請書 

四日市市長 

申請者 

フリガナ  

氏 名  

現住所 
〒 

 

電話番号 （固定電話）         （携帯電話） 

四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第７条第２項に基づき、下記のとおり必要書類を

添えて補助金の交付を申請します。 

記 

１．補助金交付申請額          円 

   □太陽光発電設備 □燃料電池設備 □蓄電池（家庭用定置型） 

□ＨＥＭＳ □地中熱ヒートポンプ □Ｖ２Ｈ  

□ＺＥＨ（□戸建住宅を新築  □新築の戸建住宅を購入） 

     ※詳細は、第１号様式別紙に記載のとおり 

                     〒 

２．設置場所 ：□現住所と同じ □新築等（四日市市                    ） 

 

３．事業着手日（予定）：   年  月  日 ～ 事業完了日（予定）：   年  月  日 
（補助対象設備のうち最も早いもの）              （補助対象設備のうち最も遅いもの） 

 
 

４．申請書類に関する手続き代行者（本人が手続をする場合には記入不要） 

業者名  住 所  

担当者名  電話番号  

※上記の者からの市に対する提出書類の内容等に関する問い合わせについて、市が応じることを同意しますか。 

□ 同意します 

 
５．申請事項に関する誓約 

当申請にあたり市税の納付状況の確認等、申請内容の確認等に必要な情報の閲覧に同意し、四日市市ス

マートシティ構築促進補助金交付要綱及び四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要領の定めに従

います。また、以下の項目について、事実と相違ないことを誓約します。 

補助対象設備 項目 チェック欄 

各設備共通 ●私は市税を滞納していません。 □ はい 

ＺＥＨ以外の

設備 

●申請する補助対象設備は申請者自身が所有する未使用のものです。 □ はい 

●申請する補助対象設備を設置する住宅等は、申請者自身が所有者です。 
※「いいえ」の場合は、建築物等の所有者の承諾書を添付してください。 

□ はい  □ いいえ 

ＺＥＨ 

●申請する補助対象設備は申請者自身が所有する新築のものです。 □ はい 

●ＺＥＨの評価・認証を受けるためにＢＥＬＳの申請を行います。 □ はい 

 

 

 



６．添付書類 

補助対象設備 添付書類 チェック欄 

各設備共通 「クールチョイス」賛同宣言書 □ 

太陽光発電設備 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 □ 

燃料電池設備 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 □ 

蓄電池（家庭用定置型） 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 □ 

ＨＥＭＳ 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 

※「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を標準インターフェイ

スとして搭載していることが分かるもの 

□ 

地中熱ヒートポンプ 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 

※要綱第５条に規定する要件が確認できるもの 
□ 

Ｖ２Ｈ 補助対象設備の仕様が確認できるカタログ等の書類 □ 

ＺＥＨ 「工事請負契約書」、「注文書及び注文請書」又は「売買契約

書」の写し 
□ 

設置する太陽光発電設備及びＨＥＭＳの仕様が確認できる

カタログ等の書類 

※ＨＥＭＳについては「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を

標準インターフェイスとして搭載していることが分かる

もの 

□ 

※その他市長が必要と認める書類 



第１号様式 別紙（第７条関係） 

 

（１）申請事業の内容  

※太陽光発電設備については、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディシ

ョナーの定格出力の合計値のいずれか小さい方の値が１０ｋＷ未満かつ、他の設備（ＺＥＨ以外）

を同時に導入することが条件 

※ＺＥＨについては太陽光発電設備及びＨＥＭＳを重複して申請できません 

補助対象設備 メーカー名 機種名（型番） 補助金の額 

□太陽光発電設備 

太陽電池モジュールの 

公称最大出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

30,000 円 

パワーコンディショナーの 

定格出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

□燃料電池設備 
発電能力 

（     ）ｋＷ   
30,000 円 

□蓄電池 

（家庭用定置型） 

蓄電容量 

（     ）ｋＷｈ   
50,000 円 

□ＨＥＭＳ 
  

10,000 円 

□地中熱ヒートポンプ 
  

300,000 円 

□Ｖ２Ｈ 
  

50,000 円 

□ＺＥＨ 

   

200,000 円 

太陽光発電

設備 

（余剰売電） 

太陽電池モジュールの 

公称最大出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

パワーコンディショナー

の定格出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

ＨＥＭＳ 
  

補助金交付申請額の合計 円 

 



第 4 号様式を次のように改める  

 



第４号様式（第９条関係） 

  年  月  日 

四日市市長 

 

                住  所 

 

                氏  名               

 
 

                電話番号 （    ）   － 

 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金 

計画変更（中止）承認申請書 

 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第９条第１項に基づき、下記のとおり

計画の変更（中止）の承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１．計画変更（中止）申請をする補助対象設備 

  

□太陽光発電設備 □燃料電池設備 □蓄電池（家庭用定置型） 

 

□ＨＥＭＳ    □地中熱ヒートポンプ □Ｖ２Ｈ □ＺＥＨ 

 

２．計画変更の内容及び理由 

 

３．計画変更（中止）後の補助金交付申請の合計額：          円 

 

 

 

 

添付書類 

 計画変更の場合は、変更内容が確認できる書類 

 



第 6 号様式を次のように改める  

 

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

  年  月  日 

四日市市長 

                      住  所 

                       氏  名               
 

                      電話番号 （    ）   － 

四日市市スマートシティ構築促進補助金実績報告書 

 
四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第１０条に基づき、下記のとおり事業が完了した

ので報告します。 

記 

１．補助対象設備 

□太陽光発電設備 □燃料電池設備 □蓄電池（家庭用定置型） 

□ＨＥＭＳ □地中熱ヒートポンプ □Ｖ２Ｈ □ＺＥＨ 

※詳細は、第６号様式別紙に記載のとおり 
 

２．事業着手日：   年  月  日  ～  事業完了日※：   年  月  日 
（補助対象設備のうち最も早いもの）                      （補助対象設備のうち最も遅いもの） 

※太陽光発電設備の場合は、電力会社との電力受給開始日。ＺＥＨの場合は、戸建住宅の引渡し日。それ以外は、

設置工事又は竣工検査の完了日とする。 
 

３．添付書類 

補助対象設備 添付書類 チェック欄 

各設備共通 設備導入場所の住宅の全景が分かるカラー写真 □ 

設備導入場所の住宅の場所が分かる地図 □ 

ＺＥＨ以外の設備 補助対象設備の導入費用に係る領収書の写し 

※領収書に補助対象設備についての明記が無い場合は、領収書と同じ印のあ

る内訳書の写しを添付すること 

□ 

太陽光発電設備 太陽光パネル、パワーコンディショナーの設置が確認できるカラー写真 □ 

電力受給契約に関する書類（「発電設備の連携に関するお知らせ」等）の写し □ 

燃料電池設備 設置が確認できるカラー写真 □ 

蓄電池（家庭用定置型） 設置が確認できるカラー写真 □ 

ＨＥＭＳ 設置が確認できるカラー写真 □ 

起動中の画面写真 □ 

地中熱ヒートポンプ 設置が確認できるカラー写真（施工中、施工後） □ 

Ｖ２Ｈ 設置が確認できるカラー写真 □ 

ＺＥＨ 補助対象設備の導入費用に係る領収書の写し又はそれに類するもの □ 

領収内容証明書（本補助金交付要領第１号様式） □ 

太陽光パネル、パワーコンディショナー、ＨＥＭＳの設置が確認できるカラ

ー写真 
□ 

ＨＥＭＳの起動中の画面写真 □ 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の事業計画認定申請に係る画面

の出力又は電力会社への系統連系申込書の写し 

※設置する太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンデ

ィショナーの定格出力の合計値のいずれもが１０ｋＷ以上の場合は、余剰

買取方式であることが確認できること 

□ 

ＢＥＬＳ評価書の写し □ 

住宅の引渡証明書等の当該住宅の引渡し日が確認できる書類の写し □ 

施工証明書（本補助金交付要領第２号様式） □ 

※その他市長が必要と認めるもの 



第６号様式 別紙（第１０条関係） 

 

（１）申請事業の内容 

※太陽光発電設備については、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディシ

ョナーの定格出力の合計値のいずれか小さい方の値が１０ｋＷ未満かつ、他の設備（ＺＥＨ以外）

を同時に導入することが条件 

※ＺＥＨについては太陽光発電設備及びＨＥＭＳを重複して申請できません 

補助対象設備 メーカー名 機種名（型番） 

導入費用 

（税込） 

（対象設備に

係るもの） 

□太陽光発電設備 

太陽電池モジュールの 

公称最大出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

 
パワーコンディショナーの 

定格出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

□燃料電池設備 
発電能力 

（     ）ｋＷ    

□蓄電池 

（家庭用定置型） 

蓄電容量 

（     ）ｋＷｈ    

□ＨＥＭＳ 
   

□地中熱ヒートポンプ 
   

□Ｖ２Ｈ 
   

□ＺＥＨ 

   

― 

太陽光発電

設備 

（余剰売電） 

太陽電池モジュールの 

公称最大出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

パワーコンディショナー

の定格出力の合計値 

（     ）ｋＷ 
  

ＨＥＭＳ 
  

 



第 8 号様式及び第 9 号様式を次のように改める 

 

 



第８号様式（第１２条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長 

               住  所 

 

               氏  名               

 

 

               電話番号 （    ）   － 

 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金 

交付請求書 

 

 

年  月  日付けで補助金交付額の確定通知を受けた四日市市スマートシ

ティ構築促進補助金について、四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第１２

条第１項に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象設備 ：  

 

□太陽光発電設備 □燃料電池設備 □蓄電池（家庭用定置型） 

 

□ＨＥＭＳ    □地中熱ヒートポンプ □Ｖ２Ｈ □ＺＥＨ 

 

２．請求する補助金の額 ：        円 

 

３．補助金の振込先（申請者と同一名義の口座） 

金融機関名  支 店 名  

預金種別 普 通 口座番号  

フリガナ  

口座名義 
 



第９号様式（第１４条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長 

 

               住  所 

 

               氏  名               

 

 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金に関する 

財産処分承認申請書 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第１４条第１項の規定に基づき、下

記のとおり財産処分の承認を申請します。 

 

記 

 

１．補助対象設備 ： 

 

□太陽光発電設備 □燃料電池設備 □蓄電池（家庭用定置型） 

 

□ＨＥＭＳ    □地中熱ヒートポンプ □Ｖ２Ｈ □ＺＥＨ 

 

２．処分の方法 

  該当する項目を○で囲んでください。 

  売却 ・ 譲渡 ・ 交換 ・ 貸与 ・ 担保 ・ 廃棄 ・ その他 

 

 

 

 

 

 

３．処分の時期 

    年  月  日から（    年  月  日まで） 

 

４．処分の理由 

 

 

５．収益額（処分により収益があった場合は、その額を記載してください。） 

 

 

その他の理由 



附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日に施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第８号様式及び第９号

様式の規定は、この要綱の施行日以後に交付決定を受けた者から適用し、同日前に交付決定を受け

た者については、なお従前の例による。 

（環境部環境保全課） 


